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(57)【要約】
【課題】複数地点間で移動しながら利用される車両につ
いて、簡易な操作で次に移動されるべき地点の設定およ
びルート案内を実行できるようにすることを課題とする
。
【解決手段】ナビゲーション装置１が搭載された車両の
利用において移動される複数の拠点のうち、ユーザ操作
によって指定された地点の地点情報を、返却場所の地点
情報として保持し、ユーザがナビゲーション装置１に対
する操作を開始するにあたっての起点となる基本画面に
「返却場所」ボタンを表示させ、「返却場所」ボタンへ
の操作が検知されると、保持される前記地点情報を用い
て返却場所へのルートを検索し、索出されたルートに従
ってルート案内を行う、ナビゲーション装置１とした。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置に接続され、目的地の地点情報を用いて該目的地へのルートを検索し、索出さ
れたルートに従ってルート案内を行うための情報処理装置であって、
　所定地点の地点情報を保持する所定地点情報保持手段と、
　前記所定地点情報保持手段によって保持される前記所定地点の地点情報として、ユーザ
操作によって指定された地点の地点情報を登録する所定地点情報登録手段と、
　ユーザが該情報処理装置に対する操作を開始するにあたっての起点となる基本画面に表
示される、前記所定地点を前記目的地に設定してルート案内を開始させるための所定地点
ルート案内ボタンの画像を生成するボタン画像生成手段と、
　前記所定地点ルート案内ボタンを含む前記基本画面を前記表示装置に表示させるための
信号を生成して前記表示装置に出力する映像処理手段と、
　前記所定地点ルート案内ボタンがユーザによって操作されたことを検知するユーザ操作
検知手段と、を備え、
　前記所定地点情報保持手段によって前記所定地点の地点情報が保持されている状態で、
前記ユーザ操作検知手段によって前記所定地点ルート案内ボタンへの操作が検知された場
合、該情報処理装置は、前記所定地点情報保持手段によって保持される前記地点情報を用
いて前記所定地点へのルートを検索し、索出されたルートに従ってルート案内を行い、
　前記所定地点情報保持手段によって前記所定地点の地点情報が保持されていない状態で
、前記ユーザ操作検知手段によって前記所定地点ルート案内ボタンへの操作が検知された
場合、自動的に地点登録モードへ移行し、前記所定地点情報登録手段は、前記所定地点情
報保持手段によって保持される前記所定地点の地点情報として、ユーザの指定する地点の
地点情報を登録する、情報処理装置。
【請求項２】
　前記所定地点情報保持手段によって保持される地点情報を含む情報を初期化するための
初期化手段を更に備え、
　前記所定地点情報登録手段は、前記初期化手段による初期化の完了後に、自動的に地点
登録モードへ移行し、前記所定地点情報保持手段によって保持される前記所定地点の地点
情報として、ユーザの指定する地点の地点情報を登録する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記初期化手段による初期化の完了後に、前記所定地点情報保持手段によって保持され
る地点情報の登録を行うか否かの、ユーザによる選択の入力を受け付ける選択入力受付手
段を更に備え、
　前記所定地点情報登録手段は、ユーザによって地点情報の登録を行うことが選択された
場合、前記所定地点情報保持手段によって保持される前記所定地点の地点情報として、ユ
ーザの指定する地点の地点情報を登録する、
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　表示装置に接続され、目的地の地点情報を用いて該目的地へのルートを検索し、索出さ
れたルートに従ってルート案内を行うためのコンピュータが、
　所定地点の地点情報を保持する所定地点情報保持ステップと、
　前記所定地点情報保持ステップで保持される前記所定地点の地点情報として、ユーザ操
作によって指定された地点の地点情報を登録する所定地点情報登録ステップと、
　ユーザが該コンピュータに対する操作を開始するにあたっての起点となる基本画面に表
示される、前記所定地点を前記目的地に設定してルート案内を開始させるための所定地点
ルート案内ボタンの画像を生成するボタン画像生成ステップと、
　前記所定地点ルート案内ボタンを含む前記基本画面を前記表示装置に表示させるための
信号を生成して前記表示装置に出力する映像処理ステップと、
　前記所定地点ルート案内ボタンがユーザによって操作されたことを検知するユーザ操作
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検知ステップと、を実行し、
　前記所定地点情報保持ステップで前記所定地点の地点情報が保持されている状態で、前
記ユーザ操作検知ステップで前記所定地点ルート案内ボタンへの操作が検知された場合、
前記所定地点情報保持ステップで保持される前記地点情報を用いて前記所定地点へのルー
トが検索され、索出されたルートに従ってルート案内が行われ、
　前記所定地点情報保持ステップで前記所定地点の地点情報が保持されていない状態で、
前記ユーザ操作検知ステップで前記所定地点ルート案内ボタンへの操作が検知された場合
、自動的に地点登録モードへ移行し、前記所定地点情報登録ステップでは、前記所定地点
情報保持ステップで保持される前記所定地点の地点情報として、ユーザの指定する地点の
地点情報が登録される、情報処理方法。
【請求項５】
　表示装置に接続され、目的地の地点情報を用いて該目的地へのルートを検索し、索出さ
れたルートに従ってルート案内を行うためのコンピュータによって実行されることで、該
コンピュータを、
　所定地点の地点情報を保持する所定地点情報保持手段と、
　前記所定地点情報保持手段によって保持される前記所定地点の地点情報として、ユーザ
操作によって指定された地点の地点情報を登録する所定地点情報登録手段と、
　ユーザが該コンピュータに対する操作を開始するにあたっての起点となる基本画面に表
示される、前記所定地点を前記目的地に設定してルート案内を開始させるための所定地点
ルート案内ボタンの画像を生成するボタン画像生成手段と、
　前記所定地点ルート案内ボタンを含む前記基本画面を前記表示装置に表示させるための
信号を生成して前記表示装置に出力する映像処理手段と、
　前記所定地点ルート案内ボタンがユーザによって操作されたことを検知するユーザ操作
検知手段と、として機能させ、
　前記所定地点情報保持手段によって前記所定地点の地点情報が保持されている状態で、
前記ユーザ操作検知手段によって前記所定地点ルート案内ボタンへの操作が検知された場
合、該コンピュータは、前記所定地点情報保持手段によって保持される前記地点情報を用
いて前記所定地点へのルートを検索し、索出されたルートに従ってルート案内を行い、
　前記所定地点情報保持手段によって前記所定地点の地点情報が保持されていない状態で
、前記ユーザ操作検知手段によって前記所定地点ルート案内ボタンへの操作が検知された
場合、自動的に地点登録モードへ移行し、前記所定地点情報登録手段は、前記所定地点情
報保持手段によって保持される前記所定地点の地点情報として、ユーザの指定する地点の
地点情報を登録する、情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ルート案内を行うための情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、アクセサリー電源がＯＮになり、所定時間以上の停車が確認された場合に、路車
間通信で得られる位置情報、その時点の時刻情報および曜日情報をセーブし、次に、それ
らの出発情報と予め登録されている過去の各走行経路に係る出発情報との類似性を評価し
、最も類似しており、且つその類似の度合いが一定以上である走行経路の目的地情報で定
まる位置を今回の目的地として推定してナビゲーションを実行するナビゲーション装置が
ある（特許文献１を参照）。
【特許文献１】特開２００８－１８０６２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来、目的地へのルートを検索（探索）し、索出されたルートに従って該目的地へのル
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ート案内を行う車載ナビゲーション装置があり、このようなナビゲーション装置は、一般
ユーザの所有する車両のみならず、業務用途の車両や、レンタカー等、複数地点間で移動
されながら利用される車両にも搭載されている。このようなナビゲーション装置は、住所
検索等の機能を用いてユーザが自由に目的地を設定することが可能であるため、ユーザが
レンタカー等を土地勘のない地域で使用する場合には特に有用である。
【０００４】
　しかし、レンタカー等は、ユーザが土地勘のない地域で利用されることが多いことから
、車両の返却場所の位置や該返却場所へのルート等をユーザが把握し辛いという問題があ
る。ここで、ナビゲーション装置の目的地設定機能をユーザに利用させて、予めユーザに
通知してある返却場所の位置等をユーザに入力させる方法があるが、この方法はユーザに
対して煩雑な設定操作を要求するものであり、望ましい方法ではなかった。
【０００５】
　ここで、車載ナビゲーション装置は、従来、地点情報を登録する機能を有しているため
、この機能を利用して、レンタカー業者が車両の貸し出し前に予め返却場所を登録してお
く方法が考えられる。しかし、従来の車載ナビゲーション装置では、登録済みの地点を目
的地に設定してルート案内を開始させるためには、はじめに目的地選択画面を呼び出して
、そこから返却場所等を指定し、ルート検索およびルート案内を行わせるという、煩雑な
操作を行う必要があった。
【０００６】
　本発明は、上記した問題に鑑み、簡易な操作で次に移動されるべき地点の設定およびル
ート案内を実行できるようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記した課題を解決するために、装置の操作を開始するにあたっての起点と
なる画面に配されたボタンをユーザが操作することで、保持された地点情報を目的地に指
定したルート案内、または地点情報を登録する処理を開始可能な、情報処理装置とした。
【０００８】
　詳細には、本発明は、表示装置に接続され、目的地の地点情報を用いて該目的地へのル
ートを検索し、索出されたルートに従ってルート案内を行うための情報処理装置であって
、所定地点の地点情報を保持する所定地点情報保持手段と、前記所定地点情報保持手段に
よって保持される前記所定地点の地点情報として、ユーザ操作によって指定された地点の
地点情報を登録する所定地点情報登録手段と、ユーザが該情報処理装置に対する操作を開
始するにあたっての起点となる基本画面に表示される、前記所定地点を前記目的地に設定
してルート案内を開始させるための所定地点ルート案内ボタンの画像を生成するボタン画
像生成手段と、前記所定地点ルート案内ボタンを含む前記基本画面を前記表示装置に表示
させるための信号を生成して前記表示装置に出力する映像処理手段と、前記所定地点ルー
ト案内ボタンがユーザによって操作されたことを検知するユーザ操作検知手段と、を備え
、前記所定地点情報保持手段によって前記所定地点の地点情報が保持されている状態で、
前記ユーザ操作検知手段によって前記所定地点ルート案内ボタンへの操作が検知された場
合、該情報処理装置は、前記所定地点情報保持手段によって保持される前記地点情報を用
いて前記所定地点へのルートを検索し、索出されたルートに従ってルート案内を行い、前
記所定地点情報保持手段によって前記所定地点の地点情報が保持されていない状態で、前
記ユーザ操作検知手段によって前記所定地点ルート案内ボタンへの操作が検知された場合
、自動的に地点登録モードへ移行し、前記所定地点情報登録手段は、前記所定地点情報保
持手段によって保持される前記所定地点の地点情報として、ユーザの指定する地点の地点
情報を登録する、情報処理装置である。
【０００９】
　本発明において、目的地へのルートを検索し索出されたルートに従ってルート案内を行
うための情報処理装置とは、所謂カーナビゲーション装置（固定式であるか携帯式である
かを問わない。）やカーオーディオ装置等の、車両に搭載される情報処理装置全般をいう
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。また、基本画面とは、ユーザが該車載情報処理装置に対する操作を開始するにあたって
の起点となる画面であり、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
）を備える車載機等のシステムにおけるトップ画面やナビゲーション画面、ＡＶ（Ａｕｄ
ｉｏ　Ｖｉｓｕａｌ）画面、等がこれにあたる。但し、基本画面は上記した例に限定され
るものではなく、操作開始にあたっての起点となる画面であればよい。
【００１０】
　本発明に係る情報処理装置は、情報処理装置が搭載された車両の利用において移動され
る複数の所定地点のうち、ユーザ操作によって指定された地点の地点情報を保持する。こ
こで、車両の利用において移動される複数の所定地点とは、例えば、レンタカーの利用に
おける営業所や指定された返却場所等の各拠点である。また、車両の利用において移動さ
れる複数の所定地点の他の例として、運送業等において運送に用いる車両を複数の拠点間
で移動させながら用いる場合の各拠点等を挙げることもできる。
【００１１】
　そして、本発明に係る情報処理装置は、レンタカーの返却場所等、情報処理装置が搭載
された車両の利用において移動される複数の所定地点のうち、ユーザ操作によって指定さ
れた地点の地点情報を保持した上で、基本画面に表示された所定地点ルート案内ボタンに
対するユーザ操作を検知して、保持された地点情報の示す地点へのルート案内を行う。
【００１２】
　即ち、本発明によれば、ユーザが車載情報処理装置に対する操作を開始するにあたって
の起点となる基本画面に、車両の利用において移動される複数の所定地点のうちユーザ操
作によって指定された地点の地点情報へのルート検索およびルート案内を開始させる指示
を行うためのボタン画像を配置して操作可能とすることで、車両の利用において移動され
る複数の所定地点について、簡易な操作でルート案内を開始することが可能となる。
【００１３】
　また、所定地点ルート案内ボタンが操作されたが地点情報の登録がない場合に、自動的
に地点情報の登録モードへ移行し、地点情報の登録を行わせることで、例えば、初期化処
理の際に地点情報の登録が行われなかった等の理由で地点情報の登録がない情報処理装置
についても、ユーザの所望する時点で地点情報の登録を行うことが可能となる。
【００１４】
　また、本発明に係る情報処理装置は、前記所定地点情報保持手段によって保持される地
点情報を含む情報を初期化するための初期化手段を更に備え、前記所定地点情報登録手段
は、前記初期化手段による初期化の完了後に、自動的に地点登録モードへ移行し、前記所
定地点情報保持手段によって保持される前記所定地点の地点情報として、ユーザの指定す
る地点の地点情報を登録してもよい。
【００１５】
　初期化処理の完了後にユーザの指定する地点の地点情報を登録可能とすることで、例え
ばレンタカーのメンテナンス時において、以前に使用したユーザによる設定内容や履歴の
情報を消去するための初期化処理を行う作業に続けて、返却場所の設定を行うことが可能
となる。即ち、本発明によれば、複数の所定地点を移動しながら利用される車両において
、メンテナンス時に一連の作業として、次回の車両の使用において用いられる地点情報の
登録を行うことが可能となる。
【００１６】
　また、本発明に係る情報処理装置おいて、地点情報の登録は、常に地点情報の登録がな
い状態から、即ち初期化が行われた後に実行されることとしてもよい。このようにするこ
とで、地点情報の登録前に必ず初期化が行われるため、例えばレンタカーのような、複数
の異なる運転者に利用されるような使用形態においても、運転者に係る情報の漏洩等を確
実に防止することが出来る。
【００１７】
　また、本発明に係る情報処理装置は、前記初期化手段による初期化の完了後に、前記所
定地点情報保持手段によって保持される地点情報の登録を行うか否かの、ユーザによる選
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択の入力を受け付ける選択入力受付手段を更に備え、前記所定地点情報登録手段は、ユー
ザによって地点情報の登録を行うことが選択された場合、前記所定地点情報保持手段によ
って保持される前記所定地点の地点情報として、ユーザの指定する地点の地点情報を登録
してもよい。
【００１８】
　地点情報の登録を行う前に、ユーザに対して地点情報の登録を行うか否かを確認するこ
とで、初期化処理を行うユーザに対して、初期化処理に続けて地点情報の登録を行うか否
かを選択させることが可能となる。
【００１９】
　また、所定地点ルート案内ボタンは、グラフィックや文字として表現され、ボタンとし
て機能する画像（アイコン）である。ここで、所定地点ルート案内ボタンは、所定地点へ
のルート案内が開始されることをユーザに直感的に把握させることが出来る画像であるこ
とが好ましい。
【００２０】
　また、前記ボタン画像生成手段は、前記所定地点ルート案内ボタンが操作されて前記所
定地点へのルート案内が開始されると、前記所定地点へのルート案内中であることを示す
案内中アイコンを生成し、前記映像処理手段は、前記所定地点へのルート案内が開始され
ると、該ルート案内が終了されるまで、前記所定地点ルート案内ボタンに代えて、前記案
内中アイコンを含む基本画面を表示させるための信号を生成して出力してもよい。ルート
案内中にボタンの画像が変化することで、ユーザに対して、容易に現在の状態を把握させ
ることが出来る。
【００２１】
　また、前記案内中アイコンは、前記所定地点ルート案内ボタンと、形状および色の少な
くとも何れかが異なってもよい。形状および色の少なくとも何れかが変化することで、ユ
ーザは、現在所定地点へのルート案内中であるか否かを即座に把握することが出来る。
【００２２】
　また、本発明に係る車載情報処理装置は、前記ユーザ操作検知手段によって前記所定地
点ルート案内ボタンへの操作が検知されると、前記所定地点へのルート案内を開始してよ
いか否かをユーザに確認するための確認メッセージを出力する確認メッセージ出力手段を
更に備えてもよい。所定地点ルート案内ボタンへの操作が検知された場合に、実際のルー
ト検索および案内の開始前に、確認面セージを出力することで、ユーザの誤操作によって
ルート案内が開始されてしまったり、現在ルート案内中の他の目的地へのルート案内が終
了してしまったりすることを防止することが出来る。
【００２３】
　なお、ユーザ操作は、情報処理装置に接続されたマウスやキーボード、ハードウェアと
して設けられたボタン等の入力装置を介して受け付けられてもよいが、前記表示装置は、
タッチパネルディスプレイであり、前記ユーザ操作検知手段は、該タッチパネルディスプ
レイに対して行われたユーザによる接触操作を検知してもよい。
【００２４】
　また、本発明は、コンピュータが実行する方法、又はコンピュータを上記各手段として
機能させるためのプログラムとしても把握することが可能である。また、本発明は、その
ようなプログラムをコンピュータその他の装置、機械等が読み取り可能な記録媒体に記録
したものでもよい。ここで、コンピュータ等が読み取り可能な記録媒体とは、データやプ
ログラム等の情報を電気的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し
、コンピュータ等から読み取ることができる記録媒体をいう。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によって、簡易な操作で次に移動されるべき地点の設定およびルート案内を実行
できるようにすることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２６】
　以下、この発明を実施するための最良の形態を例示的に説明する。以下に示す実施形態
は例示であり、本発明はこれらに限定されるものではない。以下、本発明に係る情報処理
装置（本実施形態では、ナビゲーション装置）が、レンタカー向けの車両に搭載される場
合の実施の形態について説明する。但し、本発明に係る情報処理装置は、一般ユーザの所
有する車両への搭載や、事業において用いられる業務用車両への搭載等、レンタカー以外
の用途に用いられてもよい。
【００２７】
　＜構成＞
　図１は、本発明の一実施形態に係るナビゲーション装置１の外観図である。なお、ナビ
ゲーション装置としては、例えば富士通テン株式会社のＡＶＮ（登録商標。Ａｕｄｉｏ　
Ｖｉｓｕａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ）等の車載用ナビゲーション装置がある。但し、本
発明は、例えば携帯型のナビゲーション機能を有する電子機器等、車載して利用できるも
のであれば如何なる電子機器にも適用可能である。本実施形態に係るナビゲーション装置
１は、２ＤＩＮ（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ　Ｎｏｒｍｅｎ）の本体・モニ
タ一体型カーナビゲーション装置であり、車両の現在地や目的地までの経路の案内等を行
うカーナビゲーション機能や、各種オーディオ／ビジュアル（以下、ＡＶという）コンテ
ンツの再生機能、放送波を受信する機能等を有している。ナビゲーション装置１は、運転
席や助手席の乗員の手が届きやすいダッシュボードの中央付近に設置された状態で使用さ
れるものであり、メインユニット２とディスプレイユニット３とで構成されている。
【００２８】
　図２は、ナビゲーション装置１の構成図である。メインユニット２は、電子部品類で構
成されており、ブレーキ検知部４、リバース検知部５、携帯式プレーヤインターフェース
６、放送波受信部７、外部音声／映像入力部８、ＧＰＳ情報受信部９、車速検知部１０、
カメラ映像入力部１１、アンプ１２、開閉制御部１３Ａ、角度制御部１３Ｂ、角度センサ
１４、モータ１５、ＣＤドライブ１６、カードメモリインターフェース１７、リセットボ
タン１８、ジャイロセンサ１９、制御部２０が内蔵されている。ディスプレイユニット３
は、主に、車両の乗員に対して各種の情報を映像で表示するとともに、ユーザ操作を受け
付ける役割を司るデバイス類で構成されており、タッチパネル２１、表示処理部２２、操
作受付部２３、操作ボタン２４、赤外線受／発光部２５を内蔵している。
【００２９】
　以下、メインユニット２の構成について説明する。ブレーキ検知部４は、車両のパーキ
ングブレーキがかけられているか否かを検知し、これを制御部２０に通知する。ブレーキ
検知部４は、パーキングブレーキレバー（あるいはペダル）の動きと連動してオンオフす
るスイッチの通電状態により、ブレーキの状態を検知する。ブレーキ検知部４は、このス
イッチの通電状態を、端子２６Ａを介して電気的に検知する。
【００３０】
　リバース検知部５は、車両の変速レバーがリバース（後進）になっているか否かを検知
し、これを制御部２０に通知する。リバース検知部５は、変速レバーと連動して動くスイ
ッチのオンオフにより、変速レバーの状態を検知する。リバース検知部５は、このスイッ
チの通電状態を、端子２６Ｂを介して電気的に検知する。
【００３１】
　携帯式プレーヤインターフェース６は、音楽等を再生する携帯式のプレーヤ（例えば、
ｉＰｏｄ（登録商標））と双方向通信を行うためのインターフェースである。携帯式プレ
ーヤインターフェース６は、このような携帯式のプレーヤが外部接続されると双方向通信
を開始し、プレーヤから送られるオーディオ信号を制御部２０へ送り、制御部２０から送
られる再生開始や曲送り等の制御信号をプレーヤへ送る。携帯式プレーヤインターフェー
ス６は、端子２６Ｃに接続されるコードを介してプレーヤと通信を行う。
【００３２】
　放送波受信部７は、ワンセグチューナ（「ワンセグ」は商標登録出願中）、ＡＭチュー
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ナ（ＡＭ：Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、及びＦＭチューナ（ＦＭ：Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）で構成される回路である。放送波受信部７は
、制御部２０からの制御信号に応じてチューナの受信状態を制御し、端子２６Ｄに接続さ
れるアンテナが受信した電波の信号を制御部２０へ送る。
【００３３】
　外部音声／映像入力部８は、端子２６Ｅに接続されるビデオ／オーディオ機器からのコ
ンポジット映像信号や音声信号を受け付け、これを制御部２０へ送る回路である。
【００３４】
　ＧＰＳ情報受信部９（ＧＰＳ：Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ
）は、端子２６Ｆに接続されるＧＰＳアンテナが受信したＧＰＳ衛星からの電波の信号を
受信し、受信した信号を制御部２０へ送る。周知のように、ＧＰＳは、地球を周回する多
数のＧＰＳ衛星のうち少なくとも３つ以上の衛星からの電波に基づいて車両の位置を測位
するシステムである。ＧＰＳ情報受信部９は、地球を周回するこれらＧＰＳ衛星の電波の
信号を処理する。ＧＰＳ情報受信部９によって受信されたＧＰＳ衛星からの信号は、カー
ナビゲーションに用いられる。
【００３５】
　車速検知部１０は、車軸の回転角に応じて発生する車速パルス信号を検知し、これを制
御部２０へ送る回路である。車速検知部１０が検知する車速パルス信号は、車速センサま
たは車両のエンジンやブレーキを制御する電子制御ユニットから出力されるステップ状の
車速パルス信号であり、単位時間当たりのパルス数から車両速度を割り出す際に用いられ
る。単位時間当たりのパルス数が増えていれば車両が加速しており、減っていれば車両が
減速していることになる。車両の速度と車速パルスとの相関関係は、車両を製造するメー
カや車種、装着される車輪の大きさや空気圧等に応じて変化する。このため、制御部２０
では、ＧＰＳによる測位結果に基づいて算出される車両の移動距離とその間を走行する間
に検知されたパルス数との相関から、車両の速度と車速パルスとの相関関係が適宜更新さ
れる。車速検知部１０は、電子制御ユニットから出力される車速パルス信号を、端子２６
Ｇを介して電気的に検知する。
【００３６】
　カメラ映像入力部１１は、車両の後方を撮影するビデオカメラであるバックアイカメラ
からの映像信号を受け付け、制御部２０へ送る回路である。すなわち、カメラ映像入力部
１１は、リバース検知部５が車両のリバースを検知した際、端子２６Ｈに接続されている
ビデオカメラからの映像信号を制御部２０へ送る。
【００３７】
　アンプ１２は、制御部２０から車室内に設置されるスピーカへ送られる音声信号を増幅
する回路である。アンプ１２は、制御部２０からの制御信号に応じて増幅率を任意に変更
可能である。
【００３８】
　開閉制御部１３Ａは、ディスプレイユニット３の開閉動作を行う回路である。開閉制御
部１３Ａは、制御部２０からの制御信号に応じてモータ１５を制御したり、角度センサ１
４からの信号を処理したりすることにより、ディスプレイユニット３を開閉する。図３は
、制御部２０からの制御信号を受けた開閉制御部１３Ａがモータ１５を制御することによ
り実現するディスプレイユニット３の開閉動作を示したものである。開閉制御部１３Ａは
、図３に示すように、ディスプレイユニット３の姿勢を三段階に調整することが可能であ
り、ＣＤドライブ１６（ＣＤ：Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）の挿入口を閉じた「クローズ
」状態、ＣＤドライブ１６のＣＤ挿入口２７を開いた「セミオープン」状態、及びカード
メモリインターフェース１７のカード挿入口２８やリセットボタン１８を開いた「フルオ
ープン」状態を実現する。ディスプレイユニット３の姿勢が「クローズ」状態の場合、Ｃ
Ｄ挿入口２７やカード挿入口２８、リセットボタン１８はディスプレイユニット３に隠れ
た状態である。また、ディスプレイユニット３の姿勢が「セミオープン」状態の場合、カ
ード挿入口２８やリセットボタン１８がディスプレイユニット３に隠れ、ＣＤ挿入口２７
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がナビゲーション装置１の正面からアクセス可能な状態になる。また、ディスプレイユニ
ット３の姿勢が「フルオープン」状態の場合、ＣＤ挿入口２７、カード挿入口２８、及び
リセットボタン１８がナビゲーション装置１の正面からアクセス可能な状態になる。
【００３９】
　角度制御部１３Ｂは、ディスプレイユニット３の角度調整を行う回路である。角度制御
部１３Ｂは、開閉制御部１３Ａと同様、制御部２０からの制御信号に応じてモータ１５を
制御したり、角度センサ１４からの信号を処理したりすることにより、ディスプレイユニ
ット３の角度を調整する。なお、ディスプレイユニット３の角度とは、ナビゲーション装
置１の左右方向に伸びる軸を中心とする、メインユニット２の正面とディスプレイユニッ
ト３の正面（すなわち、タッチパネル２１の表面）との相対的な角度である。図４は、角
度制御部１３Ｂが実現するディスプレイユニット３の角度調整状態を示したものである。
角度制御部１３Ｂは、図４に示すように、ディスプレイユニット３の仰角を多段階に調整
してチルトアップすることが可能である。
【００４０】
　角度センサ１４は、ディスプレイユニット３の角度を検知するセンサであり、検知した
角度を電気信号で開閉制御部１３Ａへ通知する。モータ１５は、ディスプレイユニット３
の角度を調整するモータであり、ディスプレイユニット３の上端を上下に動かしたり、デ
ィスプレイユニット３の下端を前後に動かしたりする。開閉制御部１３Ａおよび角度制御
部１３Ｂは、制御部２０からの制御信号を受けると、角度センサ１４で検知されるディス
プレイユニット３の角度と制御信号に基づいて決定される角度の目標値との差を割り出し
、角度センサ１４で検知されるディスプレイユニット３の角度が制御目標値と一致するよ
うにモータ１５をフィードバック制御する。
【００４１】
　ＣＤドライブ１６は、音楽等のオーディオコンテンツが記録されたＣＤを読み取って再
生する光ディスク読取装置であり、光ピックアップレンズや発光素子、ディスク駆動モー
タ等で構成されている。
【００４２】
　カードメモリインターフェース１７は、記憶保持動作が不要な不揮発性の半導体メモリ
カードを読み書きするメモリカードリーダライタである。カードメモリインターフェース
１７に挿入されるメモリカードは、４ＧＢ程度の記憶容量を有しており、高速道路や一般
道等の道路情報、テーマパーク、ガソリンスタンドといった各種施設に関する地点情報（
以降、ＰＯＩ（Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）データとも表記）等を含む地図デ
ータ、並びに電話番号や施設名称等のデータが記録されている。制御部２０は、メモリカ
ードに記録されている地図データにアクセスすることでカーナビゲーションのルート検索
等の諸機能を実現する。
【００４３】
　ジャイロセンサ１９は、メインユニット２に内蔵される２軸ジャイロセンサである。ジ
ャイロセンサ１９は、ＧＰＳ衛星からの電波をＧＰＳ情報受信部９が受信できない時でも
車両の測位を可能にするためのものである。なお、ＧＰＳ衛星からの電波を受信できない
時の車両の位置は、制御部２０により、車速検知部１０が検知する車両速度とジャイロセ
ンサ１９が検知する車両の進行方向とに基づいて算出される。
【００４４】
　制御部２０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、入出力インターフェース等で構成されている。制御部２０は、車両のアクセサ
リー電源がオンになると、ＲＯＭに記録されたコンピュータプログラムを実行し、カード
メモリインターフェース１７に挿入されたメモリカードのデータやＲＡＭに格納されてい
るデータ等を使って各種機能を実現する。制御部２０が実現する各種機能の詳細について
は後述する。
【００４５】
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　次に、ディスプレイユニット３を構成する各構成要素について説明する。タッチパネル
２１は、カラー液晶ディスプレイとタッチセンサとを組み合わせたＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉ
ｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）であり、７．０インチのＥＧＡ（Ｅｎｈａｎｃ
ｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ａｄａｐｔｅｒ）型液晶ディスプレイで画面を表示すると共に
、画面に表示されたアイコン等が押されるとタッチセンサがこれを検知する。
【００４６】
　表示処理部２２は、タッチパネル２１の液晶ディスプレイに表示する画面を描画処理す
る回路である。表示処理部２２は、制御部２０から送られる映像信号に基づき、液晶ディ
スプレイに格子状に均等配列された薄膜トランジスタを駆動することで、タッチパネル２
１の画面を描画する。
【００４７】
　操作受付部２３は、タッチパネル２１へのタッチ操作をタッチセンサが感知すると、タ
ッチされた画面上の位置を特定し、操作された位置の情報を制御部２０へ送る。
【００４８】
　操作ボタン２４は、タッチパネル２１にアイコン表示されるボタンではなく、機械的な
ボタンであり、図１等に示すように、タッチパネル２１の下に配置される操作用の押しボ
タン式スイッチである。操作ボタン２４は、ディスプレイユニット３の左側から順に、開
閉ボタン、現在地ボタン、音量調整ボタンで構成されている。音量調整ボタンは、右側が
押されると音量アップ、左側が押されると音量ダウンになるように設定されている。これ
らのボタンが押されると、押されたボタンの信号が制御部２０へ送られる。
【００４９】
　赤外線受／発光部２５は、ナビゲーション装置１と携帯電話とが赤外線で双方向通信を
行うためのインターフェースであり、電気で赤外線を発光する発光素子と、受光した赤外
線を電気にする受光素子で構成されている。赤外線受／発光部２５は、制御部２０から送
られる制御信号やデータを携帯電話へ送るとともに、携帯電話から送られる制御信号やデ
ータを制御部２０へ送る。
【００５０】
　次に、メインユニット２の制御部が実現する各種諸機能について詳述する。図５は、制
御部２０が実現する各種機能部を図示した機能ブロック図である。車両のアクセサリー電
源がオンになると、制御部２０は、図５に示すように操作処理機能部５１、測位機能部５
２、ルート案内機能部５３、地図データ処理機能部５４、ユーザデータ処理機能部５５、
音声処理機能部５６、及び映像処理機能部５７を実現するコンピュータプログラムを実行
する。
【００５１】
　操作処理機能部５１は、各種機能部の動作を制御するための操作画面を、映像処理機能
部５７を介してタッチパネル２１に表示したり、操作受付部２３や操作ボタン２４、リセ
ットボタン１８からの操作信号を処理し、各種機能部の動作を制御したりする。
【００５２】
　ここで、操作処理機能部５１には、ＲＯＭから読み出した画像データに基づいて、「返
却場所」ボタンおよび「返却場所案内中」アイコンの画像を生成するボタン画像生成機能
部５１ｄと、タッチパネル２１に表示された「返却場所」ボタンがユーザによってタッチ
操作されたことを検知するユーザ操作検知機能部５１ｂと、ユーザ操作検知機能部５１ｂ
によって「返却場所」ボタンへの操作が検知されると、登録された地点情報に基づいて返
却場所へのルート案内を開始してよいか否かをユーザに確認するための確認メッセージを
出力する確認メッセージ出力機能部５１ｃと、後述する初期化処理の完了後に、返却場所
の登録を行うか否かの、ユーザによる選択の入力を受け付ける選択入力受付機能部５１ｅ
と、が含まれる。
【００５３】
　本実施形態に係るナビゲーション装置１は、レンタカー向けにカスタマイズされた機能
を備えており、「返却場所」ボタンはその一例である。ここで、返却場所とはレンタカー
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を借りたユーザが、車両の利用後にレンタカー業者に車両を返却する場所であり、この返
却場所は、車両を借りた場所と同一であることもあるが、車両を借りた場所と異なる場合
もある。本実施形態では、ユーザは、レンタカーを運転して所用を達した後、車両を返却
する場合に、「返却場所」ボタンをタッチ操作することで、煩雑な操作を行うことなく返
却場所を目的地に設定して、ナビゲーション装置１に返却場所へのルート案内を開始させ
ることが出来る。「返却場所」ボタンは、一般ユーザ向けのナビゲーション装置において
は「自宅」ボタン、法人ユーザ向けのナビゲーション装置においては「帰社」ボタンまた
は「自社」ボタン等であってよい。
【００５４】
　測位機能部５２は、車両のアクセサリー電源がオンになると、ＧＰＳ情報受信部９から
送られる衛星からの電波の情報、車速検知部１０から通知される車両速度の情報、及びジ
ャイロセンサ１９から送られる角速度の情報に基づいて車両の位置（緯度と経度）を測位
する。
【００５５】
　ルート案内機能部５３は、車両の現在地からユーザが設定した目的地までのルートを索
出し、ルート案内を行う機能部である。ルート案内機能部５３は、測位機能部５２が測位
した車両の位置から目的地までの走行ルートを、カードメモリインターフェース１７に挿
入されるメモリカードの地図データから索出する。そして、索出した走行ルートと車両の
位置との関係から車両の進路を音声、及び映像で案内する。
【００５６】
　地図データ処理機能部５４は、カードメモリインターフェース１７に挿入されたメモリ
カードの地図データやルート案内機能部５３が索出した走行ルートのデータ、放送波受信
部７を介してＦＭ放送波から取得されるＶＩＣＳ（登録商標）の道路交通情報のデータ、
測位機能部５２が測位した車両の位置データ等に基づき、タッチパネル２１に表示する地
図のグラフィックデータを生成する。
【００５７】
　ユーザデータ処理機能部５５は、ユーザが登録しようとする地点情報（例えば、返却場
所の位置情報等）やルート検索の履歴情報、アイコンの表示非表示等の設定情報をＲＡＭ
に書き込んだり、ＲＡＭから読み出したりする。
【００５８】
　ここで、ユーザデータ処理機能部５５は、予めレンタカーの返却場所の地点情報を記憶
装置に記憶させることで保持する所定地点情報保持機能部５５ａと、所定地点情報保持機
能部５５ａによって保持されるレンタカーの返却場所の地点情報として、ユーザ操作によ
って指定された地点の地点情報を登録する所定地点情報登録機能部５５ｂと、後述する初
期化対象テーブルを参照することで、記憶装置に記録された情報のうち、初期化の対象と
なる情報を判別する初期化対象判別機能部５５ｃと、初期化対象判別機能部５５ｃによっ
て判別された初期化対象情報を初期化する初期化機能部５５ｄと、を含む。
【００５９】
　音声処理機能部５６は、アンプ１２を介してスピーカから出力する音声の信号を処理す
る機能部である。すなわち、音声処理機能部５６は、放送波受信部７が受信したラジオ放
送、携帯式プレーヤインターフェース６がプレーヤから取得するオーディオ信号、ＣＤド
ライブ１６が再生するオーディオ信号をアンプ１２へ送ったり、これらのオーディオ信号
にルート案内機能部５３からのルートガイダンスの音声信号を重畳し、アンプ１２へ送っ
たりする。
【００６０】
　映像処理機能部５７は、タッチパネル２１に表示させる映像データを生成する機能部で
ある。すなわち、映像処理機能部５７は、操作処理機能部５１が生成する操作画面のデー
タと、地図データ処理機能部５４が生成する表示用地図の画面のデータとを合成して表示
処理部２２へ送ったり、放送波受信部７が受信したテレビジョン放送の映像データを表示
処理部２２へ送ったり、或いはリバース検知部５による車両後退の検知に連動してカメラ
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映像入力部１１からの映像信号を表示処理部２２へ送ったりする。なお、映像処理機能部
５７は、テレビジョン放送の映像データを表示処理部２２へ送っている際にブレーキ検知
部４がパーキングブレーキの解除を検知すると、映像データの通知を止める。
【００６１】
　＜動作＞
　以下、ナビゲーション装置１の動作について説明する。図６はナビゲーション装置１の
メイン画面の画面遷移図であり、図７はナビに関する画面遷移図である。また、図８は、
ＡＶ画面の表示モードを示した図である。以下、図６～８に基づいてナビゲーション装置
１の動作について説明する。
【００６２】
　（Ｄ１０１）オープニング画面（Ｄ１０１）について説明する。車両のアクセサリー電
源がオンになり、ナビゲーション装置１に電力が供給されると、制御部２０は、ＲＯＭに
格納されているコンピュータプログラムを実行してナビゲーション装置１を初期化し、図
５に示す各種機能部を実現する。ここで、映像処理機能部５７は、ＲＯＭに格納されてい
るオープニング画面のデータを参照し、タッチパネル２１にオープニング画面を表示させ
る。なお、オープニング画面が表示されている間、制御部２０の各機能部では、次のよう
な処理が実行される。すなわち、操作処理機能部５１は、操作受付部２３や操作ボタン２
４、リセットボタン１８からの信号を走査してユーザ操作を受け付ける。また、測位機能
部５２は、ＧＰＳ情報受信部９で取得される測位情報や車速検知部１０、ジャイロセンサ
１９の信号を処理し、車両の位置を測定する。また、地図データ処理機能部５４は、カー
ドメモリインターフェース１７に挿入されているカードメモリへアクセスし、測位機能部
５２が測位した自車位置の周辺の地図データを読み出す。
【００６３】
　（Ｄ１０２）次に、マルチ画面（Ｄ１０２）について説明する。オープニング画面が表
示されてから４秒経つと、映像処理機能部５７は、ＲＯＭに格納されている操作ボタン類
の画像データや地図データ処理機能部５４が読み出した地図データを基に、ＡＶの操作画
面とナビの操作画面とを組み合わせたマルチ画面（Ｄ１０２）を生成し、タッチパネル２
１に表示する。図９は、マルチ画面の図である。映像処理機能部５７は、図９に示すよう
に、ＡＶ類の操作ボタン類を配置したＡＶ領域の画面をタッチパネル２１の左側に表示し
、ナビの地図や操作ボタン類を配置したナビ領域の画面をタッチパネル２１の右側に表示
する。ＡＶ領域は、更に、ソースを選択するための操作ボタン類をまとめて表示するソー
ス選択領域と、選択されたソースに関連するボタンや情報を表示するソース操作領域とに
区分されている。
【００６４】
　図９に示すように、映像処理機能部５７は、ＡＶ領域の内のソース選択領域に、「ラジ
オ」、「ＣＤ」、「ワンセグ」、「ｉＰｏｄ」、「外部入力」、「ＯＦＦ」、及び「ＡＶ
」ボタンを表示する。何れかのソースボタンがタッチされると、そのソースが選択される
。図９の例では、「ラジオ」が選択されており、受信周波数やＡＭ／ＦＭの切り替えボタ
ン、選局ボタン等の選択されたソースに関連する操作ボタンや情報がソース操作領域に表
示されている状態を図示している。従って、このとき、音声処理機能部５６は、放送波受
信部７が受信したＡＭ放送の音声信号を、アンプ１２を介してスピーカから出力している
。他方、映像処理機能部５７は、ナビ領域に、地図データ処理機能部５４が読み出した地
図データに基づいて描画される地図の他、「メニュー」、「目的地」、「周辺」、「返却
場所」、「ナビ」、「地図拡大」、及び「地図縮小」ボタンを表示する。なお、マルチ画
面（Ｄ１０２）では、ＡＶ領域とナビ領域の２つが存在するため、ＡＶ領域がＡＶ全画面
（Ｄ１０４）の時よりも狭い。そこで、マルチ画面（Ｄ１０２）のソース操作領域には、
そのソースに関わる操作ボタンや情報のうち基本的なものだけが表示されるようになって
いる。
【００６５】
　この状態で「ＡＶ」ボタンが押されたことを操作処理機能部５１が検知すると、映像処
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理機能部５７は、ＡＶ全画面（Ｄ１０４）の画面表示状態に遷移する。なお、その他のボ
タンが押された場合についてはナビ全画面（Ｄ１０３）、及びＡＶ全画面（Ｄ１０４）の
説明の後に詳述する。
【００６６】
　（Ｄ１０３）次に、ナビ全画面（Ｄ１０３）について説明する。映像処理機能部５７は
、マルチ画面（Ｄ１０２）に表示されている「ナビ」ボタンが押されたことを操作処理機
能部５１が検知すると、ＡＶ領域を徐々に隠し、ナビ領域を全画面に表示する。図１０は
、ナビ全画面の図である。映像処理機能部５７は、図１０に示すように、ＡＶ領域を消し
、ナビ領域をタッチパネル２１に全画面表示する。
【００６７】
　図１０に示すように、ナビ領域には、マルチ画面（Ｄ１０２）と同様、地図や、「メニ
ュー」、「目的地」等の操作ボタンが表示されている。ここで、映像処理機能部５７は、
ナビ全画面に表示される自車位置のアイコンが、ナビ領域の中心に位置するように画面を
表示している。このため、タッチパネル２１の表示画面がマルチ画面（Ｄ１０２）からナ
ビ全画面（Ｄ１０３）に遷移すると、自車位置のアイコンや地図の表示が、画面内で若干
スクロールする。一方、映像処理機能部５７は、「メニュー」や「目的地」等の操作ボタ
ン類がタッチパネル２１の表示画面上で同じ位置になるように画面を表示する。このため
、タッチパネル２１の表示画面がマルチ画面（Ｄ１０２）からナビ全画面（Ｄ１０３）に
遷移しても、ナビの操作ボタン類がタッチパネル２１の画面上でスクロールせず、同じ位
置に表示され続ける。但し、「ナビ」ボタンのみ「ＡＶ＋ナビ」ボタンに表示が切換わる
。なお、「ＡＶ＋ナビ」ボタンが押されると、映像処理機能部５７は、ナビ全画面（Ｄ１
０３）からマルチ画面（Ｄ１０２）へ表示を切り替える。
【００６８】
　（Ｄ１０４）次に、ＡＶ全画面（Ｄ１０４）について説明する。映像処理機能部５７は
、マルチ画面（Ｄ１０２）に表示されている「ＡＶ」ボタンが押されたことを操作処理機
能部５１が検知すると、ナビ領域を徐々に隠し、ＡＶ領域を全画面に表示する。図１１は
、ＡＶ全画面の図である。映像処理機能部５７は、図１１に示すように、ナビ領域を消し
、ＡＶ領域をタッチパネル２１に全画面表示する。
【００６９】
　図１１に示すように、ＡＶ領域には、マルチ画面（Ｄ１０２）と同様、「ラジオ」、「
ＣＤ」、「ワンセグ」、「ｉＰｏｄ」、「外部入力」、及び「ＯＦＦ」ボタンがソース選
択領域に表示されている。また、ＡＶ領域には、ソース操作領域が拡大されて、マルチ画
面（Ｄ１０２）で表示されていなかった放送局の名称やプリセットの選局ボタン、チャン
ネル設定ボタンや音設定ボタンが表示されている。また、ＣＤドライブ１６にＣＤが挿入
されていることを示す「ＣＤＩＮ」が表示されている。ここで、ＡＶ領域には、マルチ画
面（Ｄ１０２）で表示されていた「ラジオ」等の操作ボタン類が同じ位置に表示されてい
る。但し、「ナビ」ボタンのみ「ＡＶ＋ナビ」ボタンに表示が切換わる。以下、マルチ画
面とＡＶ全画面の両方で表示される領域を「ＡＶ通常領域」といい、ＡＶ全画面でのみ表
示される領域を「ＡＶ拡張領域」という。なお、「ＡＶ＋ナビ」ボタンが押されると、映
像処理機能部５７は、ＡＶ全画面（Ｄ１０４）からマルチ画面（Ｄ１０２）へ表示を切り
替える。なお、ＡＶ全画面（Ｄ１０４）では、ナビ領域が存在しないので、ＡＶ領域がマ
ルチ画面（Ｄ１０２）の時よりも広い。そこで、ＡＶ全画面（Ｄ１０４）のソース操作領
域には、そのソースに関わる全ての操作ボタンや情報が表示されるようになっている。こ
のように、ＡＶ全画面（Ｄ１０４）の場合にのみ表示されるソースの操作ボタンや情報類
の表示領域が「ＡＶ拡張領域」であり、ソース操作領域の一部を構成している。一方、マ
ルチ画面（Ｄ１０２）とＡＶ全画面（Ｄ１０４）の何れにも表示されるソースの操作ボタ
ンや情報類の表示領域が「ＡＶ通常領域」であり、ソース操作領域の一部とソース選択領
域とを構成している。
【００７０】
　ナビゲーション装置１のメイン画面の画面遷移（図６）については以上の通りである。
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以下、マルチ画面（Ｄ１０２）からナビ全画面（Ｄ１０３）、或いはＡＶ全画面（Ｄ１０
４）へ画面が遷移する際の、ナビ領域、及びＡＶ領域の画面上の動き方について詳述する
。図１２は、マルチ画面（Ｄ１０２）からナビ全画面（Ｄ１０３）へ遷移する際の、ＡＶ
領域の消え方を示す図である。また、図１３は、マルチ画面（Ｄ１０３）からＡＶ全画面
（Ｄ１０４）へ遷移する際の、ナビ領域の消え方を示す図である。映像処理機能部５７は
、マルチ画面からナビ、或いはＡＶ全画面へ表示を切り替えるに際し、ナビ領域やＡＶ領
域がスクロールして見えるように画面表示を行っている。すなわち、映像処理機能部５７
は、マルチ画面からナビ全画面へ表示を切り替える際、ＡＶ領域が徐々に左側に退出して
いくように、換言すれば、ＡＶ領域の表示面積が徐々に減少するようにスクロールすると
共に、ナビ領域の表示面積が徐々に増加するようにスクロールしていくように、画面を表
示する。また、映像処理機能部５７は、マルチ画面からＡＶ全画面へ表示を切り替える際
、その反対にＡＶ領域が徐々に右側に進入してくるように画面を表示する。これにより、
ユーザは、ナビ画面上にＡＶ画面が抜き差しされるように感じ取ることができる。従って
、ナビの画面を見たければ、マルチ画面（Ｄ１０２）の右側に表示されている「ナビ」ボ
タンを押すことにより、ナビ全画面（Ｄ１０３）に遷移することを視覚的に容易に理解す
ることができ、ＡＶの画面を見たければ、マルチ画面（Ｄ１０２）の左側に表示されてい
る「ＡＶ」ボタンを押すことにより、ＡＶ画面が抜き差しされることを容易に理解するこ
とができる。図１４は、メイン画面の画面遷移の様子を示した概念図である。ユーザは、
図１４に示すように、表示窓から覗き込むと見える右側の面（本実施形態でいうナビ画面
に相当する）の上に、左側の面（本実施形態でいうＡＶ画面に相当する）が左側から抜き
差しされるようなイメージで、ナビゲーション装置１のメイン画面を操作できる。よって
、今どこにいるのかが判りやすく、迷わずに操作することができる。
【００７１】
　メニュー画面（Ｄ２０１）は、ナビゲーション装置１の設定などを行うためのメニュー
選択機能を提供するためのポップアップ画像６１ａを含む画面であり、マルチ画面（Ｄ１
０２）またはナビ全画面（Ｄ１０３）のナビ領域に表示されている「メニュー」ボタンが
押されたことをユーザ操作検知機能部５１ｂが検知したことを契機として表示される。図
１５は、メニュー画面（Ｄ２０１）の図である。映像処理機能部５７は、図１５に示すよ
うに、ナビ領域の「メニュー」ボタンと、ユーザ操作に従って新たに表示されたメニュー
選択機能用のポップアップ画像６１ａと、の関連性を示すための、吹き出し状の関連性表
示画像６２を含むポップアップ画像６１ａを表示する。ここで、映像処理機能部５７は、
ポップアップ画像６１ａが「メニュー」ボタンを起点として徐々に拡大しながら表示され
る視覚効果を持たせるためのアニメーション表示を行い、更に、マルチ画面（Ｄ１０２）
がポップアップ画像６１ａの背景として、マルチ画面（Ｄ１０２）の周辺が見えるように
している。図１６は、マルチ画面（Ｄ１０２）からメニュー画面（Ｄ２０１）へ遷移する
際のアニメーションを示した図である。従って、ユーザは、メニュー画面がマルチ画面か
ら遷移して表示されていることを視覚で容易に把握することが可能であり、迷わずに操作
することができる。なお、メニュー画面（Ｄ２０１）には、アイコンや施設表示等のユー
ザ設定用ボタン、およびお気に入り地点の編集用ボタンが表示される。ユーザが登録した
地点情報等は、ユーザデータ処理機能部５５により、制御部２０内のＲＡＭに記憶される
。
【００７２】
　また、目的地設定画面（Ｄ２０２）は、目的地設定機能を提供するためのポップアップ
画像６１ｂを含む画面であり、マルチ画面（Ｄ１０２）またはナビ全画面（Ｄ１０３）の
ナビ領域に表示されている「目的地」ボタンが押されたことをユーザ操作検知機能部５１
ｂが検知したことを契機として表示される。図１７は、目的地設定画面（Ｄ２０２）の図
である。「目的地」ボタンが押されたことを操作処理機能部５１が検知すると、映像処理
機能部５７は、目的地設定画面（Ｄ２０２）をタッチパネル２１に表示する。また、映像
処理機能部５７は、メニュー画面と同様、ナビ領域の「目的地」ボタンを起点として徐々
に拡大しながら表示される視覚効果を持たせるためのアニメーション表示を伴わせて、関
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連性表示画像６２を含むポップアップ画像６１ｂを表示する。
【００７３】
　ここで、目的地設定画面（Ｄ２０２）には、「５０音で探す」ボタン、「住所で探す」
ボタン、「携帯連携で探す」ボタン、「履歴で探す」ボタン、「お気に入りで探す」ボタ
ン、「電話番号で探す」ボタン、「施設／ジャンルで探す」ボタン、「先程の地図で探す
」ボタン、「マップコードで探す」ボタン、および「追加データで探す」ボタン等の目的
地探索用ボタンが含まれる。これらの目的地探索用ボタンは、目的地設定画面（Ｄ２０２
）のポップアップ画像６１ｂ内に、スクロール操作によって全てのボタンを閲覧可能なよ
うに表示される。
【００７４】
　図１８は、本実施形態において、図１７に示したポップアップ画像６１ｂ内の目的地探
索用ボタン表示領域が下方にスクロールされた状態を示す図である。目的地設定画面（Ｄ
２０２）には、スクロールバーおよびスクロールボタンが表示され、ユーザのタッチ操作
によるスクロール表示が可能となっている。操作処理機能部５１によってスクロールバー
またはスクロールボタンに対するタッチ操作が検知されると、映像処理機能部５７は、ポ
ップアップ画像６１ｂ内の目的地探索用ボタン表示領域を下方にスクロールする。このよ
うにして、ポップアップ画像６１ｂ内におけるスクロール表示を可能とすることで、タッ
チパネル２１の限られた大きさの表示領域（本実施形態では、７．０インチ）において、
各ボタンを大きく且つ見易く表示することが出来る。また、使用頻度の高いボタンについ
ては、他のボタンに比べて更に大きく且つ上位に表示される。本実施形態では、「５０音
で探す」ボタン、および「住所で探す」ボタンが、他の目的地探索用ボタンに比べてより
大きく且つ最上位に表示される。
【００７５】
　周辺施設検索画面（Ｄ２０３）は、周辺施設検索機能を提供するためのポップアップ画
像６１ｃを含む画面であり、マルチ画面（Ｄ１０２）またはナビ全画面（Ｄ１０３）のナ
ビ領域に表示されている「周辺」ボタンが押されたことをユーザ操作検知機能部５１ｂが
検知したことを契機として表示される。図１９は、周辺施設検索画面（Ｄ２０３）の図で
ある。「周辺」ボタンが押されたことを操作処理機能部５１が検知すると、映像処理機能
部５７は、周辺施設検索画面（Ｄ２０３）をタッチパネル２１に表示する。映像処理機能
部５７は、ナビ領域の「周辺」ボタンを起点として徐々に拡大しながら表示される視覚効
果を持たせるためのアニメーション表示を伴わせて、関連性表示画像６２を含むポップア
ップ画像６１ｃを表示する。そして、上述した目的地検索画面（Ｄ２０２）と同様、何れ
かのボタンが押されればこれに対応する画面を表示する。すなわち、映像処理機能部５７
は、「周辺」ボタンが押されると、検索対象とする施設のカテゴリをユーザに選択させる
ボタンを表示し、検索対象のカテゴリが指定されると、自車位置の周辺にあるガソリンス
タンドやコンビニエンスストア等、指定されたカテゴリに対応する施設類を、自車に近い
順に索出して表示する。
【００７６】
　交差点拡大画面（Ｄ２０４）は、上述した目的地設定画面（Ｄ２０２）、或いは周辺検
索画面（Ｄ２０３）で目的地が設定されるか、または、マルチ画面（Ｄ１０２）やナビ全
画面（Ｄ１０３）に表示されている「返却場所」ボタンが押されて目的地が設定され、ル
ート案内機能部５３によるルートガイドが開始されたことを契機として表示される。ルー
ト案内機能部５３は、測位機能部５２が計測する自車位置と、地図データ処理機能部５４
がカードメモリから読み出す地図データとに基づいてルートの案内を行う。ルート案内機
能部５３は、右折あるいは左折等を行う交差点に車両が接近したら、交差点拡大画面（Ｄ
２０４）を表示すると共に、音声処理機能部５６に経路案内用の音声データを渡す。図２
０は、交差点拡大画面（Ｄ２０４）を示す図である。図２０に示すように、ナビ領域には
交差点の拡大図が表示され、車両の進むべき進路が矢印で図示される。なお、このとき、
ＡＶ領域には、オーディオ／ビジュアル用の操作ボタン類が表示されている。
【００７７】
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　映像処理機能部５７は、ユーザ操作検知機能部５１ｂが目的地設定用の何れかのボタン
が押されたことを検知すると、これに対応する画面を表示する。映像処理機能部５７は、
例えば、「５０音で探す」ボタンが押されれば文字入力用の画面を表示し、「住所で探す
」ボタンが押されれば都道府県等を選択する画面を表示し、「携帯連携で探す」ボタンが
押されれば赤外線受／発光部２５に携帯電話を近づけるようユーザに促す画面を表示し、
「履歴で探す」ボタンが押されれば過去に検索したことのある目的地を表示し、「お気に
入りで探す」ボタンが押されれば以前のユーザ操作によって登録されたお気に入りの目的
地のリストを含む画面を表示し、「電話番号で探す」ボタンが押されれば電話番号入力用
の画面を表示し、「施設／ジャンルで探す」ボタンが押されればジャンルを選択させるた
めの画面を表示し、「先程の地図で探す」ボタンが押されれば最後に表示された地図を含
む画面を表示し、「マップコードで探す」ボタンが押されればマップコード入力用の画面
を表示し、および「追加データで探す」ボタンが押されれば追加データから目的地を選択
させるための画面を表示する。赤外線受／発光部２５によって携帯電話から供される通信
データには、目的地の緯度や経度、或いは住所や電話番号といった位置情報が含まれてい
る。「５０音検索」、「住所で探す」、「携帯連携で探す」、「お気に入りで探す」、「
電話番号で探す」、「施設／ジャンルで探す」、「先程の地図で探す」、「マップコード
で探す」、「追加データで探す」或いは「履歴で探す」ボタンを押すと表示される画面に
より目的地が設定されると、ルート案内機能部５３は、測位機能部５２が計測する自車位
置と目的地までの最短ルートを索出し、ルートガイドを開始する。
【００７８】
　図２１は、本実施形態において、目的地設定画面（Ｄ２０２）に表示された「５０音で
探す」ボタンが操作されたことを受けて表示される、５０音検索画面（Ｄ２０５）の表示
イメージを示す図である。５０音検索画面（Ｄ２０５）には、検索用の文字列を入力する
ためのボタンが配置されている。本実施形態では、各子音列の先頭文字が夫々記載された
ボタンを１回から複数回操作することで、ボタンに割り当てられた子音列に含まれる文字
を選択可能な形式の文字列入力インターフェースが採用されている。例えば、文字「く」
を入力したい場合、ユーザは、「か」ボタンを３回タッチ操作することで、「く」を選択
することが出来る。また、濁点／半濁点ボタン、長音ボタンも表示されている。入力され
た文字列は、ポップアップ画像６１ｄ上部の入力文字列表示領域に表示され、ユーザは、
このインターフェースを利用して所望の文字列を入力し、「検索」ボタンをタッチ操作す
ることで、目的地の検索を行うことが出来る。
【００７９】
　ここで、５０音検索画面（Ｄ２０５）に含まれるポップアップ画像６１ｄは、目的地設
定画面（Ｄ２０２）と同様、「目的地」ボタンとポップアップ画像６１ｄとの関連性を示
す吹き出し状の関連性表示画像６２を含む。この関連性表示画像６２は、この後検索が行
われ、検索結果が更新されたポップアップ画像（図示は省略する）内に表示される場合に
も、継続して「目的地」ボタンとの関連性を指し示す。このように、ポップアップ画像の
表示内容が更新された場合にも、ポップアップ画像が呼び出される契機となったボタンと
の関連性が継続して表示されることで、ユーザは、現在表示されている画面が、初めにど
のような操作を行うことで表示された画面であるかを容易に把握することが出来る。例え
ば、上記説明した例によれば、ユーザは、目的地設定画面（Ｄ２０２）から５０音検索画
面（Ｄ２０５）へ進み、更に検索結果画面（図示は省略する）へ進んだ場合にも、吹き出
し状の関連性表示画像６２の表示が維持されていることで、現在行っているオペレーショ
ンが「目的地」ボタンを操作したことによって開始されたオペレーションであることを直
感的に把握できる。また、このことは、ユーザに対して、ナビゲーション装置１のインタ
ーフェースに対する安心感を与える。
【００８０】
　次に、ナビゲーション装置１のＡＶ画面の表示モードについて説明する。図８で示した
ように、ナビゲーション装置１のＡＶ画面には、ラジオモード、ＣＤモード、ワンセグモ
ード、ｉＰｏｄモード、外部入力モード、及びオフモードの６つの画面が用意されている
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。映像処理機能部５７は、ＡＶ領域の左側に用意されている何れかのソース選択ボタン或
いは「ＯＦＦ」ボタンが押されると、これに対応するモードのＡＶ操作画面を表示する。
映像処理機能部５７は、例えば、「ラジオ」ボタンが押されれば、図９に示すようなラジ
オの周波数や選局ボタンを表示する。ＣＤやｉＰｏｄボタンについても同様である。また
、映像処理機能部５７は、「ワンセグ」ボタンや「外部入力」ボタンが押されれば、ＡＶ
領域に選局ボタン等を表示すると共に、ナビ領域の表示を放送波受信部７からの映像や外
部音声／映像入力部８の映像に切り替える。但し、映像処理機能部５７は、ブレーキ検知
部４がパーキングブレーキ信号の解除を検知した場合、放送波受信部７や外部音声／映像
入力部８からの映像表示を止める。
【００８１】
　次に、本実施形態に係るナビゲーション装置１による返却場所案内処理の流れ、即ち、
マルチ画面（Ｄ１０２）またはナビ全画面（Ｄ１０３）（以降、「基本画面」と称する）
のナビ領域に表示されている「返却場所」ボタンが操作されて、予め地点情報が登録され
ている返却場所へのルート検索（ルート探索）およびルート案内が行われる処理の流れを
説明する。なお、先述の通り、本実施形態に係るナビゲーション装置１は、レンタカーに
搭載されており、ユーザは、レンタカーを返却する場合に、「返却場所」ボタンをタッチ
操作することで、返却場所を目的地に設定して、ナビゲーション装置１に返却場所へのル
ート案内を開始させることが出来る。
【００８２】
　図２２は、本実施形態において、基本画面に表示されている「返却場所」ボタンが操作
されることで開始される返却場所案内処理の流れを示すフローチャートである。なお、本
フローチャートに示された処理順序は一例であり、返却場所案内処理の具体的な処理順序
は、実施の形態に応じて適宜その他の処理順序を採用することも可能である。特に、後述
する「返却場所」ボタンの画像を「返却場所案内中」アイコンに変更する処理は、ルート
探索およびルート案内の開始と前後してもよい。また、本フローチャートに示された処理
は、ボタン画像生成機能部５１ｄによって生成された「返却場所」ボタンを含む基本画面
が、映像処理機能部５７によってタッチパネル２１に出力され、表示されている状態（図
９および図１０を参照）から開始される。なお、ここで基本画面に表示されている「返却
場所」ボタンは、「返却場所」の文字列を含む。また、「返却場所」ボタンは、基本画面
内で他のボタンに比べて大きく表示され、且つ、「返却場所」ボタンが表示される位置は
、マルチ画面（Ｄ１０２）とナビ全画面（Ｄ１０３）との切替があっても変化することが
ないため、ユーザに見つけ易く、且つ操作し易いものとなっている。また、「返却場所」
ボタンは、ユーザに返却場所を想起させる形状（レンタカーの営業所等を想起させる形状
）を有してもよい。
【００８３】
　ステップＳ１０１およびステップＳ１０２では、基本画面内に表示された「返却場所」
ボタンに対する操作が検知され、ユーザ（通常はレンタカー営業所のメンテナンス担当者
）による返却場所の地点情報の登録の有無が確認される。本実施形態では、「返却場所」
ボタンには、「返却場所」の文字が重ねられ、且つ白系統の色が配された画像が用いられ
る。このような「返却場所」ボタン基本画面中に表示されていることで、ユーザ（レンタ
カーを借りた運転者）は返却場所へのルート案内を所望する場合に、この「返却場所」ボ
タンを操作すればよいことを容易に把握することが出来る。ユーザ操作検知機能部５１ｂ
が、タッチパネル２１に表示された基本画面のナビ領域に表示されている「返却場所」ボ
タンがタッチ操作されたことを検知すると（ステップＳ１０１）、ユーザデータ処理機能
部５５は、所定地点情報保持機能部５５ａによって、返却場所の地点情報が既に登録され
ているか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
【００８４】
　ステップＳ１０２において、返却場所の地点情報が既に登録されていると判定された場
合、処理はステップＳ１０４へ進む。例えば、既にメンテナンス担当者や利用者によって
一度「返却場所」ボタンが操作されて返却場所の地点情報が登録されている場合や、後述
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する初期化処理に伴ってメンテナンス担当者によって返却場所の地点情報が登録されてい
る場合には、処理は返却場所の地点情報を登録する処理（ステップＳ１０３）をスキップ
して、ステップＳ１０２からステップＳ１０４へ進む。これに対して、返却場所の地点情
報が未登録であると判定された場合、処理はステップＳ１０３に進み、返却場所登録モー
ドに遷移し、返却場所の地点情報の登録処理が行われる。
【００８５】
　ステップＳ１０３では、返却場所の地点情報の登録処理が行われる。このように、「返
却場所」ボタンが操作されたが返却場所の地点情報の登録が無い場合に登録処理が実行さ
れることで、レンタカー営業所のメンテナンス担当者は、レンタカーの貸し出し前に簡易
な操作で返却場所の登録を行うこと、および返却場所の登録が既にされていることの確認
を行うことが出来る。なお、返却場所の地点情報の登録は、地点情報が未登録の状態で「
返却場所」ボタンが操作された場合以外にも、メニュー画面（Ｄ２０１）に表示された「
設定／情報」ボタン等からも行うことが出来る。
【００８６】
　所定地点情報登録機能部５５ｂは、従来用いられている通常の目的地検索処理と同様、
ユーザが住所や電話番号等を入力して検索することで索出された地点情報を登録する方法
や、地図を参照して地図上でタッチ操作によって指定された位置の地点情報を登録する方
法等を用いて、返却場所の地点情報の登録を行う。索出された地点情報を登録する場合、
ユーザデータ処理機能部５５は、目的地設定画面（Ｄ２０２）や５０音検索画面（Ｄ２０
５）等の地点検索用インターフェースを介して受け付けたユーザ操作に基づいて地点の検
索を行い、操作処理機能部５１は、地点の検索によって索出された索出結果のリスト等を
映像処理機能部５７によってタッチパネル２１に出力させることで、検索結果のリストを
ユーザに提供する。地図上で指定された地点情報を登録する場合、地図データ処理機能部
５４は、拠点表示付きの地図を生成し、映像処理機能部５７によってタッチパネル２１に
出力させることで、拠点が表示された地図をユーザに提供する。操作処理機能部５１は、
タッチパネル２１に検索結果のリストとして出力された地点、または拠点表示付きの地図
として出力された地点のうち、ユーザ操作によって特定された地点を受け付ける。また、
所定地点情報登録機能部５５ｂは、予め登録されている複数の返却場所の地点情報をリス
ト表示して、そのリストからユーザ操作によって指定された地点情報を登録する方法を用
いて、返却場所の地点情報の登録を行ってもよい。ユーザ操作によってリストまたは地図
から地点が特定されると、所定地点情報登録機能部５５ｂは、特定された地点の地点情報
を、返却場所の地点情報として登録する。その後、処理はステップＳ１０４へ進む。
【００８７】
　ステップＳ１０４およびステップＳ１０５では、返却場所案内の開始可否のユーザへの
問い合わせが行われる。確認メッセージ出力機能部５１ｃは、現在地から返却場所へのル
ート検索およびルート案内を開始してよいか否かを確認するメッセージをＲＯＭから読み
出して、映像処理機能部５７に出力させる（ステップＳ１０４）。また、この確認メッセ
ージには、現在ルート案内中の目的地が設定されている場合、現在案内中のルート案内が
終了する旨をユーザに通知するメッセージが含まれる。
【００８８】
　確認メッセージ出力機能部５１ｃによって確認メッセージが出力されると、ユーザ操作
検知機能部５１ｂは、確認メッセージと同時に出力された確認ボタンを介したユーザによ
る選択操作を検知し、ユーザによる選択内容を判定する（ステップＳ１０５）。ステップ
Ｓ１０４では、例えば、「返却場所へのルート案内を開始しますか？この場合、案内中の
ルート案内が終了されます」等の確認メッセージとともに、「返却場所案内開始」および
「キャンセル」ボタン等の確認ボタンが表示されており、ユーザは、これらのボタンのう
ち所望のボタンを操作することで、ナビゲーション装置１に、返却場所へのルート案内の
開始またはキャンセルを指示することが出来る。ここで、返却場所へのルート案内を開始
することがユーザによって選択された場合、処理はステップＳ１０６へ進む。返却場所へ
のルート案内を開始しないことがユーザによって選択された場合、本フローチャートに示
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された処理は終了し、現在案内中のルート案内がある場合には、このルート案内が継続さ
れる。
【００８９】
　ステップＳ１０６では、「返却場所」ボタンに代えて、「返却場所案内中」アイコンの
表示が開始される。ボタン画像生成機能部５１ｄは、ＲＯＭから読み出された画像データ
に基づいて、「返却場所案内中」アイコンの画像を生成する。そして、映像処理機能部５
７は、ボタン画像生成機能部５１ｄによって生成された「返却場所案内中」アイコンの画
像を、これまで表示されていた「返却場所」ボタンに代えてタッチパネル２１に表示され
るように、映像信号を生成してタッチパネル２１へ出力する。図２３は、本実施形態にお
いて、返却場所へのルート案内中のマルチ画面（Ｄ１０２ｂ）を示す図である。なお、「
返却場所」ボタンが「返却場所案内中」アイコンへ変化することは、タッチパネル２１に
表示されている画面がナビ全画面であった場合についても同様である（図２４を参照。図
２４は、本実施形態において、返却場所へのルート案内中のナビ全画面（Ｄ１０３ｂ）を
示す図である。）。ここで、「返却場所案内中」アイコンには、「返却場所案内中」の文
字が重ねられ、且つ赤系統の色が配された画像が用いられる。このようにして、「返却場
所」ボタンが、形状や色等の外観が異なる「返却場所案内中」アイコンへ変化することで
、ユーザは返却場所へのルート案内中であることを容易に把握することが出来る。その後
、処理はステップＳ１０７へ進む。
【００９０】
　ステップＳ１０７では、返却場所へのルート検索およびルート案内が行われる。ルート
案内機能部５３は、車両の現在地から、所定地点情報保持機能部５５ａから読み出された
地点情報が示す目的地（即ち、レンタカーの返却場所）までのルートを索出し、ルート案
内を行う（ステップＳ１０７）。ルート検索およびルート案内の処理の詳細は、上記各機
能部の説明のうち、特にルート案内機能部５３、地図データ処理機能部５４、および音声
処理機能部５６の説明において説明した通りであるため、説明を省略する。ルート案内は
、ユーザ操作によって中断されるか、返却場所近辺へ到着すると終了する。ルート案内が
終了すると、処理はステップＳ１０８へ進む。
【００９１】
　ステップＳ１０８では、「返却場所案内中」アイコンが、「返却場所」ボタンに表示変
更される。ボタン画像生成機能部５１ｄは、返却場所へのルート案内が終了したことを受
けて、ＲＯＭから読み出された画像データに基づいて、「返却場所」ボタンの画像を生成
する。そして、映像処理機能部５７は、ボタン画像生成機能部５１ｄによって生成された
「返却場所」ボタンの画像を、返却場所へのルート案内中に表示されていた「返却場所案
内中」アイコンに代えてタッチパネル２１に表示されるように、映像信号を生成してタッ
チパネル２１へ出力する。本実施形態によれば、ユーザは、ボタンのデザインの変化によ
って返却場所へのルート案内が終了したことを把握することが出来る。その後、本フロー
チャートに示された処理は終了する。
【００９２】
　次に、本実施形態に係るナビゲーション装置１による初期化処理の流れ、即ち、設定／
情報画面（Ｄ２０７）に表示される「設定初期化」ボタンが操作されて、返却場所に返却
されたレンタカーに搭載されたナビゲーション装置１に記録された情報のうち、次のユー
ザにレンタカーを貸し出す前に消去しておくべき情報を初期化する処理の流れを説明する
。
【００９３】
　図２５は、本実施形態において、メニュー画面（Ｄ２０１）に表示された「設定／情報
」ボタンを操作することで表示される設定／情報画面（Ｄ２０７）の表示イメージを示す
図である。ユーザ操作検知機能部５１ｂによって「設定／情報」ボタンに対するタッチ操
作が検知されると、映像処理機能部５７は、設定／情報画面（Ｄ２０７）をタッチパネル
２１に表示する。設定／情報画面（Ｄ２０７）には、ナビゲーション装置１に関する設定
およびナビゲーション装置１に関する情報の閲覧を行うための各種ボタンが配置されてい
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る。本実施形態では、設定／情報画面（Ｄ２０７）には、ナビゲーション装置１の設定用
のボタンとして、音声ナビゲーションの音量を設定するための「案内音量」ボタン、ナビ
ゲーション画面上の自車位置を示すアイコンのデザインを設定するための「自車位置マー
ク」ボタン、目的地への到着予想時刻の表示設定を行うための「到着予想時刻」ボタン、
その他ナビゲーション機能に関する詳細設定を行うための「ナビ詳細設定」ボタン、ＶＩ
ＣＳ関連の設定を行うための「ＶＩＣＳ設定」ボタン、および走行軌跡の表示解除を行う
ための「走行軌跡解除」ボタンが表示され、ナビゲーション装置１の情報閲覧用のボタン
として、各種ネットワークへの接続状態を閲覧するための「接続状態」ボタン、およびナ
ビゲーション装置１にインストールされた各種ソフトウェアや地図データのバージョンを
閲覧するための「バージョン」ボタンが表示され、更に、初期化処理の実行を開始させる
ための「設定初期化」ボタンが表示される。
【００９４】
　なお、目的地設定画面（Ｄ２０２）から５０音検索画面（Ｄ２０５）へ進んだ場合にポ
ップアップ画像と「目的地」ボタンとの関連性を示す吹き出し状の関連性表示画像６２の
表示が維持されることと同様、メニュー画面（Ｄ２０１）から設定／情報画面（Ｄ２０７
）へ遷移した場合にも、ポップアップ画像６１ｅと基本画面の「メニュー」ボタンとの関
連性を示す関連性表示画像６２の表示が維持される。本実施形態では、上記説明した設定
／情報画面（Ｄ２０７）に表示された「設定初期化」ボタンがユーザによってタッチ操作
されることで、初期化処理が開始される。
【００９５】
　図２６は、本実施形態において、「設定初期化」ボタンが操作されることで開始される
初期化処理の流れを示すフローチャートである。なお、本フローチャートに示された処理
順序は一例であり、初期化処理の具体的な処理順序は、実施の形態に応じて適宜その他の
処理順序を採用することも可能である。
【００９６】
　ステップＳ２０１からステップＳ２０３では、ユーザ操作が検知され、初期化の可否が
ユーザに確認される。ユーザ操作検知機能部５１ｂによって、「設定初期化」ボタンへの
タッチ操作が検知されると（ステップＳ２０１）、操作処理機能部５１は、例えば、「設
定された内容および履歴が消去されます。よろしいですか？」等の、初期化処理の実行の
可否をユーザに確認するためのメッセージ、およびユーザに初期化処理の実行可否を選択
させるためのボタン等をＲＯＭから読み出し、映像処理機能部５７によってタッチパネル
２１に表示させる（ステップＳ２０２）。そして、操作処理機能部５１は、ユーザによっ
て操作されたボタン等を介した入力に基づいて初期化処理の実行可否を判定する（ステッ
プＳ２０３）。ここで、ユーザによって初期化処理の実行が許可されなかった場合、本フ
ローチャートに示された処理は終了する。ユーザによって初期化処理の実行が許可された
場合、処理はステップＳ２０４へ進む。
【００９７】
　ステップＳ２０４では、初期化の対象となる初期化対象情報が特定される。初期化対象
判別機能部５５ｃは、予めＲＯＭに保持されている初期化対象テーブルを参照することで
、ナビゲーション装置１に接続された記憶装置に記録されている設定内容や履歴等の情報
のうち、初期化の対象となる情報を特定する。
【００９８】
　図２７は、本実施形態において初期化対象判別機能部５５ｃによって参照される初期化
対象テーブルを示す図である。初期化対象テーブルには、記録されている設定内容や履歴
等の情報を識別可能な識別情報と、この識別情報に関連付けられた、該情報を初期化の対
象とするか否かを判別するための情報と、が蓄積されている。初期化対象判別機能部５５
ｃは、初期化対象テーブルにおいて、初期化の対象であることを示す情報と関連付けられ
た識別情報を取得することで、初期化の対象となる情報を特定する。ここで、初期化の対
象となるか否かは、所定のルールに従って予め決定されている。
【００９９】
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　本実施形態に係るナビゲーション装置１はレンタカーに搭載されているため、本実施形
態では、ナビゲーション装置が搭載された車両の運転者、即ちレンタカーを借りる顧客に
関連する情報が初期化の対象として特定される。このような情報としては、例えば、レン
タカー利用中に設定された目的地や、使用の履歴、登録された地点情報、ナビゲーション
装置１の設定のうちユーザの嗜好に関する内容（例えば、地図の表示向きやＶＩＣＳ設定
、走行軌跡等）、サウンド設定、画質設定、等が挙げられる。また、ナビゲーション装置
が搭載された車両自体に関連する情報は、初期化の対象とされないことが好ましい。初期
化されない情報としては、例えば、車両後方に搭載されたバックカメラによって撮影され
た映像をタッチパネル２１に表示する際に重ねて表示されるガイド線の表示位置設定や、
車両のナンバー情報が挙げられる。なお、本実施形態では、レンタカーの返却先として登
録された返却場所の地点情報についても、初期化の対象となる。なお、本実施形態では返
却場所を初期化の対象としているが、返却場所の地点情報は、初期化の対象としなくても
よい。その後、処理はステップＳ２０５へ進む。
【０１００】
　ステップＳ２０５では、特定された情報の初期化が実行される。初期化機能部５５ｄは
、ステップＳ２０４で特定された初期化対象情報を、情報の種類に応じて、初期値で上書
きする、ランダムな値で上書きする、ファイル管理テーブルから消去する、等の方法を用
いて初期化する。全ての初期化対象情報についての初期化が終了すると、処理はステップ
Ｓ２０６へ進む。
【０１０１】
　ステップＳ２０６およびステップＳ２０７では、ユーザに対して、返却場所の登録を実
行するか否かの確認が行われる。ステップＳ２０５における初期化対象情報の初期化が終
了すると、操作処理機能部５１は、例えば、「引き続きレンタカーの返却場所の登録を行
いますか？」等の、返却場所の登録の要否をユーザに確認するためのメッセージ、および
ユーザに返却場所の登録の要否を選択させるためのボタン等（図示は省略する）をＲＯＭ
から読出し、映像処理機能部５７によってタッチパネル２１に表示させる（ステップＳ２
０６）。そして、選択入力受付機能部５１ｅは、ユーザによって操作されたボタン等を介
した入力に基づいて返却場所の登録の要否を判定する（ステップＳ２０７）。ここで、ユ
ーザによって返却場所の登録が許可されなかった場合、本フローチャートに示された処理
は終了する。ユーザによって返却場所の登録が許可された場合、処理はステップＳ２０８
へ進む。なお、レンタカー営業所のメンテナンス担当者は、この時点で返却場所の登録を
行うことを選択して返却場所の地点情報の登録を行ってもよいし、この時点では返却場所
の登録を行わず、後に「返却場所」ボタンを操作することで、上述した返却場所案内処理
を実行し（図２２を参照）、ステップＳ１０３に示された処理において、返却場所の地点
情報の登録を行ってもよい。
【０１０２】
　ステップＳ２０８では、図２２と同様に返却場所登録モードとなり、ナビゲーション装
置１が搭載されたレンタカーの返却場所の地点情報の登録処理が実行される。所定地点情
報登録機能部５５ｂは、従来用いられている通常の目的地検索処理と同様、ユーザが住所
や電話番号等を入力して検索することで索出された地点情報を登録する方法や、地図を参
照して地図上でタッチ操作によって指定された位置の地点情報を登録する方法等を用いて
、返却場所の地点情報の登録を行う。登録処理のより詳細な内容については、図２２を用
いて説明した返却場所案内処理のステップＳ１０３と概略同様であるため、説明を省略す
る。その後、本フローチャートに示された処理は終了する。
【０１０３】
　本実施形態に係るナビゲーション装置１によれば、簡易な操作で、個々のユーザに関連
する情報を抽出して初期化することが可能である。また、本実施形態に係るナビゲーショ
ン装置１によれば、レンタカー等の、複数地点間で移動しながら利用される車両について
、簡易な操作で次に移動されるべき地点（本実施形態では、返却場所）の設定およびルー
ト案内を実行することが可能である。なお、本実施形態では、基本画面に配置される、所
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定地点へのルート案内開始指示用のボタンは、「返却場所」ボタンであったが、実施の形
態に応じて、このボタンは「自宅」ボタンや「帰社」ボタン、「自社」ボタン等、高頻度
でまたは繰り返し目的地とされる可能性がある目的地をユーザに想起させるボタンとして
よい。このようにして、返却場所以外へのルート案内ボタンとする場合にも、ボタンは、
ユーザに目的地を想起させる形状を有することが好ましい。例えば、「自宅」ボタンとす
る場合、ボタンの形状を、ユーザの自宅を想起させる形状としてもよいし、「帰社」ボタ
ンや「自社」ボタン等とする場合、ボタンの形状を、オフィスビルを想起させる形状とし
てもよい。
【０１０４】
　＜その他の実施形態＞
　上記説明した実施形態では、初期化対象情報の初期化に際して、特に条件を設けずに、
「設定初期化」ボタンに対する操作が検知され、ユーザによる同意があった場合に、初期
化が行われることとしている。ここで、上記実施形態において説明した構成に加えて、更
に初期化処理の実行可否を判定するための構成を備えることで、レンタカーを借りたユー
ザ（運転者）による誤操作等、レンタカー営業所のメンテナンス担当者以外による意図し
ない初期化を防止することとしてもよい。
【０１０５】
　以下、その他の実施形態に係るナビゲーション装置（装置全体の構成については、図２
に示した構成と概略同様であるため、図示を省略する。）について説明する。なお、ナビ
ゲーション装置は、以下に特に説明する構成および処理を除いて、上記説明した実施形態
に係るナビゲーション装置１と概略同様である。このため、上記実施形態と共通する構成
については、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１０６】
　図２８は、ナビゲーション装置の制御部２０ｂが実現する各種機能部を図示した機能ブ
ロック図である。車両のアクセサリー電源がオンになると、制御部２０ｂは、図５を用い
て説明した制御部２０と同様、操作処理機能部５１、測位機能部５２、ルート案内機能部
５３、地図データ処理機能部５４、ユーザデータ処理機能部５５、音声処理機能部５６、
及び映像処理機能部５７を実現するコンピュータプログラムを実行する。
【０１０７】
　ここで、制御部２０ｂが実現する機能部には、ＧＰＳ情報受信部９から送られる衛星か
らの電波の情報、車速検知部１０から通知される車両速度の情報、及びジャイロセンサ１
９から送られる角速度の情報に基づいて車両の現在位置を取得する現在位置取得機能部５
２ａと、車両がレンタカー営業所を中心とした所定の範囲にいること、という初期化条件
を満たすか否かを判定する初期化条件判定機能部５５ｅと、が更に含まれる。なお、現在
位置取得機能部５２ａは、測位機能部５２に含まれ、初期化条件判定機能部５５ｅは、ユ
ーザデータ処理機能部５５に含まれる。
【０１０８】
　図２９は、ナビゲーション装置において、「設定初期化」ボタンが操作されることで開
始される初期化処理の流れを示すフローチャートである。なお、本フローチャートに示さ
れた処理順序は一例であり、初期化処理の具体的な処理順序は、実施の形態に応じて適宜
その他の処理順序を採用することも可能である。
【０１０９】
　ステップＳ３０１からステップＳ３０３では、ユーザ操作が検知され、ナビゲーション
装置が搭載されたレンタカーの現在位置が、レンタカー営業所を中心とした所定の範囲内
であるか否かが判定される。ユーザ操作検知機能部５１ｂによって、「設定初期化」ボタ
ンへのタッチ操作が検知されると（ステップＳ３０１）、現在位置取得機能部５２ａは、
ＧＰＳ情報受信部９から送られる衛星からの電波の情報、車速検知部１０から通知される
車両速度の情報、及びジャイロセンサ１９から送られる角速度の情報に基づいて車両の位
置を測位することで、車両の現在位置を取得する（ステップＳ３０２）。
【０１１０】
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　そして、初期化条件判定機能部５５ｅは、カードメモリインターフェース１７に挿入さ
れるメモリカードの地図データに含まれるレンタカー営業所のＰＯＩ（地点情報）と、ス
テップＳ３０２で取得された現在位置とを比較することで、ナビゲーション装置を搭載し
たレンタカーが何れかのレンタカー営業所を中心とした所定の範囲（例えば、半径１００
ｍ以内）にいるか否かを判定する（ステップＳ３０３）。より具体的には、例えば、営業
所のＰＯＩと現在位置との差分が所定値以下に収まっているか否かを判定する方法等を用
いて、レンタカーが何れかのレンタカー営業所を中心とした所定の範囲にいるか否かを判
定することが出来る。但し、具体的な判定手法には、その他の手法が採用されてよい。な
お、本実施形態では、ナビゲーション装置を搭載した車両を管理するレンタカー事業者の
営業所が複数存在する場合、ステップＳ３０２で取得された現在位置は、複数の営業所の
うち何れかを中心とした所定の範囲内であればよい。即ち、ユーザは、現在車両のある営
業所が複数ある営業所のうちの何れであるかを特に意識することなく、初期化を行うこと
が出来る。その後、処理はステップＳ３０４へ進む。
【０１１１】
　ステップＳ３０４以降の処理の内容は、図２６を用いて説明した初期化処理の、ステッ
プＳ２０２以降の処理の内容と概略同様であるため、説明を省略する。
【０１１２】
　本フローチャートに示した処理によれば、初期化の実行前に、ナビゲーション装置を搭
載した車両の現在位置が初期化対象情報の初期化が許可される範囲内にあるか否かを判定
することで、ステップＳ３０４以降の処理の実行を、車両を管理するレンタカー事業者の
営業所近辺でのみ可能とし、レンタカーの使用者による意図しない初期化を防止すること
ができる。なお、本実施形態では、現在位置が複数の営業所のうち何れかの近傍である場
合に、初期化対象情報の初期化が許可されることとしているが、複数の営業所のうち、予
め設定された特定の営業所の近傍である場合にのみ、初期化対象情報の初期化が許可され
ることとしてもよい。また、レンタカーの返却時にのみ初期化を可能とするために、自車
の現在位置が、返却場所として設定された地点情報を中心とした所定の範囲内にある場合
にのみ、初期化対象情報の初期化を許可することとしてもよい。
【０１１３】
　また、図２８および図２９を用いて説明した実施形態では、車両の現在位置が所定の範
囲にあることが初期化条件であったが、これに代えて、初期化操作を行うユーザが認証さ
れたユーザであることを初期化条件としてもよい。以下、その他の実施形態に係るナビゲ
ーション装置について説明する。なお、ナビゲーション装置は、以下に特に説明する構成
および処理を除いて、上記説明した実施形態に係るナビゲーション装置１と概略同様であ
る。このため、上記実施形態と共通する構成については、同一の符号を付して説明を省略
する。
【０１１４】
　図３０は、ナビゲーション装置の制御部２０ｃが実現する各種機能部を図示した機能ブ
ロック図である。車両のアクセサリー電源がオンになると、制御部２０ｃは、図５を用い
て説明した制御部２０と同様、操作処理機能部５１、測位機能部５２、ルート案内機能部
５３、地図データ処理機能部５４、ユーザデータ処理機能部５５、音声処理機能部５６、
及び映像処理機能部５７を実現するコンピュータプログラムを実行する。
【０１１５】
　ここで、制御部２０ｃが実現する機能部には、ユーザによって入力されたパスワードを
受け付ける認証情報入力受付機能部５１ｆと、入力されたパスワードが正しいパスワード
である、という初期化条件を満たすか否かを判定する初期化条件判定機能部５５ｅと、が
更に含まれる。なお、認証情報入力受付機能部５１ｆは、操作処理機能部５１に含まれ、
初期化条件判定機能部５５ｅは、ユーザデータ処理機能部５５に含まれる。
【０１１６】
　図３１は、ナビゲーション装置において、「設定初期化」ボタンが操作されることで開
始される初期化処理の流れを示すフローチャートである。なお、本フローチャートに示さ
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れた処理順序は一例であり、初期化処理の具体的な処理順序は、実施の形態に応じて適宜
その他の処理順序を採用することも可能である。
【０１１７】
　ステップＳ４０１からステップＳ４０３では、ユーザ操作が検知され、ユーザによって
入力されたパスワードが正しいパスワードであるか否かが判定される。ユーザ操作検知機
能部５１ｂによって、「設定初期化」ボタンへのタッチ操作が検知されると（ステップＳ
４０１）、操作処理機能部５１は、パスワードを要求する画面（図示は省略する）を生成
し、映像処理機能部５７によってタッチパネル２１に表示させる。ここでは、パスワード
の入力を促すメッセージと共に、パスワードを入力するための数字や文字のボタンについ
ても、タッチパネル２１に表示される。認証情報入力受付機能部５１ｆは、レンタカー営
業所のメンテナンス担当者等のユーザが、タッチパネル２１に表示されたボタン等を操作
することで入力したパスワードを受け付ける（ステップＳ４０２）。
【０１１８】
　パスワードの入力が受け付けられると、初期化条件判定機能部５５ｅは、入力されたパ
スワードが予め設定された正しいパスワードであるか否かを判定するための処理を実行す
る（ステップＳ４０３）。ここで、パスワードの判定処理は、予め記憶されたパスワード
と入力されたパスワードとを比較する方法であってもよいし、パスワードが記憶装置から
読み出される等して漏洩することを防止するために、より高度なパスワード管理・判定方
法が採用されてもよい。例えば、記憶装置には予め決定されたパスワードのハッシュ値の
みを記憶し、入力されたパスワードに基づいて演算されたハッシュ値と比較する方法等が
採用されてもよい。その後、処理はステップＳ４０４へ進む。
【０１１９】
　ステップＳ４０４以降の処理の内容は、図２６を用いて説明した初期化処理の、ステッ
プＳ２０２以降の処理の内容と概略同様であるため、説明を省略する。
【０１２０】
　本フローチャートに示した処理によれば、初期化の実行前に、初期化操作を行うユーザ
が初期化を行う権限を有するユーザであることを認証することで、ステップＳ４０４以降
の処理の実行を、レンタカーのメンテナンス担当者のみに限ることが可能となり、レンタ
カーの使用者による意図しない初期化を防止することができる。なお、本実施形態では、
ユーザを認証するためにパスワードを用いたが、これに代えて、例えば、物理的な鍵を用
いる方法や、認証用のＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ）装置等を用いる方法、生体認証等、その他の認証手段が採用されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】ナビゲーション装置の外観図。
【図２】ナビゲーション装置の構成図。
【図３】ディスプレイの動作を示す図。
【図４】ディスプレイの動作を示す図。
【図５】制御部の機能ブロック図。
【図６】ナビゲーション装置のメイン画面の画面遷移図。
【図７】ナビの画面遷移図。
【図８】ＡＶ画面の表示モードを示す図。
【図９】マルチ画面の図。
【図１０】ナビ全画面の図。
【図１１】ＡＶ全画面の図。
【図１２】ＡＶ領域の消え方を示す図。
【図１３】ナビ領域の消え方を示す図。
【図１４】メイン画面の画面遷移を示す概念図。
【図１５】メニュー画面の図。
【図１６】マルチ画面からメニュー画面へ遷移する際のアニメーションを示した図。
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【図１７】目的地設定画面の図。
【図１８】図１７の目的地探索用ボタン表示領域が下方にスクロールされた状態を示す図
。
【図１９】周辺施設検索画面の図。
【図２０】交差点拡大画面を示す図。
【図２１】５０音検索画面の図。
【図２２】返却場所案内処理の流れを示すフローチャート。
【図２３】返却場所へのルート案内中のマルチ画面を示す図。
【図２４】返却場所へのルート案内中のナビ全画面を示す図。
【図２５】設定／情報画面を示す図。
【図２６】初期化処理の流れを示すフローチャート。
【図２７】初期化対象テーブルを示す図。
【図２８】他の実施形態に係る制御部の機能ブロック図。
【図２９】他の実施形態に係る初期化処理の流れを示すフローチャート。
【図３０】他の実施形態に係る制御部の機能ブロック図。
【図３１】他の実施形態に係る初期化処理の流れを示すフローチャート。
【符号の説明】
【０１２２】
１・・・ナビゲーション装置
５１・・操作処理機能部
５１ｂ・・ユーザ操作検知機能部
５１ｃ・・確認メッセージ出力機能部
５１ｄ・・ボタン画像生成機能部
５１ｅ・・選択入力受付機能部
５１ｆ・・認証情報入力受付機能部
５２・・測位機能部
５２ａ・・現在位置取得機能部
５３・・ルート案内機能部
５４・・地図データ処理機能部
５５・・ユーザデータ処理機能部
５５ａ・・所定地点情報保持機能部
５５ｂ・・所定地点情報登録機能部
５５ｃ・・初期化対象判別機能部
５５ｄ・・初期化機能部
５５ｅ・・初期化条件判定機能部
５６・・音声処理機能部
５７・・映像処理機能部
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】



(31) JP 2010-85157 A 2010.4.15
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【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】
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